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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め設定された操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両が走行車線に沿って走行する
ように前記車両を制御する車両制御装置であって、
　前記車両の走行状態を認識する走行状態認識部と、
　前記走行車線に対する前記車両の横位置及び前記走行車線に対する前記車両の向きを認
識する横位置認識部と、
　前記車両の走行状態と前記走行車線に対する前記車両の横位置及び前記走行車線に対す
る前記車両の向きとに基づいて、前記操舵制御範囲内及び前記車速制御範囲内で前記車両
が前記走行車線を逸脱するまでの時間である逸脱余裕時間を演算する逸脱余裕時間演算部
と、
　前記車両の運転者の手放し状態の継続時間である手放し継続時間を計測する手放し継続
時間計測部と、
　前記手放し継続時間に基づいて、前記手放し状態の前記運転者が運転操作に復帰するま
での時間である運転復帰時間を推定する運転復帰時間推定部と、
　前記逸脱余裕時間から前記運転復帰時間を減じた差分が第１の閾値以下になった場合に
、前記運転者に対する警報を出力する制御部と、
　を備える、車両制御装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記逸脱余裕時間から前記運転復帰時間を減じた差分が第２の閾値以下
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になった場合に、前記車両の減速及び前記操舵制御範囲の制限の少なくとも一方による前
記逸脱余裕時間の延長制御を実行する、請求項１に記載の車両制御装置。
【請求項３】
　前記運転者が低覚醒状態であるか否かを認識する運転者状態認識部を更に備え、
　前記運転復帰時間推定部は、前記運転者状態認識部により前記運転者が前記低覚醒状態
であると認識された場合、前記運転者が前記低覚醒状態ではないと認識された場合と比べ
て長い前記運転復帰時間を推定する、請求項１又は２に記載の車両制御装置。
【請求項４】
　前記車両の周囲の障害物に関する障害物情報を取得する障害物情報取得部と、
　前記車両の走行状態及び前記障害物情報に基づいて、前記操舵制御範囲内及び前記車速
制御範囲内で前記車両が前記障害物に接触するまでの時間である接触余裕時間を演算する
接触余裕時間演算部と、
　を備え、
　前記制御部は、前記接触余裕時間から前記運転復帰時間を減じた差分が第３の閾値以下
になった場合に、前記運転者に対する警報を出力する、請求項１～３のうち何れか一項に
記載の車両制御装置。
【請求項５】
　予め設定された操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両が走行車線に沿って走行する
ように前記車両を制御する車両制御装置であって、
　前記車両の走行状態を認識する走行状態認識部と、
　前記車両の周囲の障害物に関する障害物情報を取得する障害物情報取得部と、
　前記操舵制御範囲内及び前記車速制御範囲内で前記車両が前記障害物に接触するまでの
時間である接触余裕時間を演算する接触余裕時間演算部と、
　前記車両の運転者の手放し状態の継続時間である手放し継続時間を計測する手放し継続
時間計測部と、
　前記手放し継続時間に基づいて、前記運転者の運転復帰時間を推定する運転復帰時間推
定部と、
　前記接触余裕時間から前記運転復帰時間を減じた差分が第３の閾値以下になった場合に
、前記運転者に対する警報を出力する制御部と、
　を備える、車両制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、走行車線に沿って走行するように車両を制御する車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　走行車線に沿って走行するように車両を制御する車両制御装置においては、運転操作を
必要とせずに車両が走行するため、運転者がステアリングホイールから手を放す手放し状
態になることがある。このような手放し状態に関して、下記の特許文献１には、運転者が
手放し状態を一定時間以上継続した場合に警報を発する装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－２５３０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述した従来の装置においては、車両の状況を考慮していないため、幅
の狭い道路で車両が急カーブ走行中の場合であっても幅広の道路を車両が直進中の場合で
あっても関係無く、運転者が手放し状態を継続した時間に応じて一律で警報が行われてし



(3) JP 6237685 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

まう。このため、車両の状況に合わない不適切なタイミングで警報が行われる可能性があ
り、警報が運転者に対して違和感を与えるおそれがあった。
【０００５】
　そこで、本技術分野では、警報が運転者に対して違和感を与えることを抑制することが
できる車両制御装置を提供することが望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の一態様は、予め設定された操舵制御範囲内及び車速
制御範囲内で車両が走行車線に沿って走行するように車両を制御する車両制御装置であっ
て、車両の走行状態を認識する走行状態認識部と、走行車線に対する車両の横位置及び走
行車線に対する車両の向きを認識する横位置認識部と、車両の走行状態と走行車線に対す
る車両の横位置及び走行車線に対する車両の向きとに基づいて、操舵制御範囲内及び車速
制御範囲内で車両が走行車線を逸脱するまでの時間である逸脱余裕時間を演算する逸脱余
裕時間演算部と、車両の運転者の手放し状態の継続時間である手放し継続時間を計測する
手放し継続時間計測部と、手放し継続時間に基づいて、手放し状態の運転者が運転操作に
復帰するまでの時間である運転復帰時間を推定する運転復帰時間推定部と、逸脱余裕時間
から運転復帰時間を減じた差分が第１の閾値以下になった場合に、運転者に対する警報を
出力する制御部と、を備える。
【０００７】
　この車両制御装置によれば、装置に誤認識等の異常が生じた場合を想定して、装置が制
御可能な操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両が走行車線を逸脱するまでの時間であ
る逸脱余裕時間から運転者の運転復帰時間を減じた差分が第１の閾値以下になった場合に
、運転者に警報を出力する。従って、この車両制御装置によれば、運転者が手放し状態で
ある場合に一定時間で警報を出力する従来の装置と比べて、車両の走行車線の逸脱に関し
て予定されたタイミングで警報を出力することができ、警報が運転者に対して違和感を与
えることを抑制できる。
【０００８】
　上述した本発明の一態様に係る車両制御装置において、制御部は、逸脱余裕時間から運
転復帰時間を減じた差分が第２の閾値以下になった場合に、車両の減速及び操舵制御範囲
の制限の少なくとも一方による逸脱余裕時間の延長制御を実行してもよい。
　この車両制御装置によれば、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第２の閾値
以下になった場合に逸脱余裕時間の延長制御を実行するので、例えば運転者が手放し状態
を継続中に装置で誤認識等の異常が生じたとしても、車両が走行車線を逸脱する前に運転
者が運転操作に復帰するための時間を確保することができる。
【０００９】
　上述した本発明の一態様に係る車両制御装置において、運転者が低覚醒状態であるか否
かを認識する運転者状態認識部を更に備え、運転復帰時間推定部は、運転者状態認識部に
より運転者が低覚醒状態であると認識された場合、運転者が低覚醒状態ではないと認識さ
れた場合と比べて長い運転復帰時間を推定してもよい。
　この車両制御装置によれば、運転者が低覚醒状態（例えば居眠り状態）である場合には
警報に反応して運転操作に復帰するまでの時間も長くなることから、運転者が低覚醒状態
であると認識された場合に運転復帰時間を長い時間として推定することで、運転者の状態
に応じた運転復帰時間の推定を行うことができる。
【００１０】
　上述した本発明の一態様に係る車両制御装置において、車両の周囲の障害物に関する障
害物情報を取得する障害物情報取得部と、車両の走行状態及び障害物情報に基づいて、操
舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両が障害物に接触するまでの時間である接触余裕時
間を演算する接触余裕時間演算部と、を備え、制御部は、接触余裕時間から運転復帰時間
を減じた差分が第３の閾値以下になった場合に、運転者に対する警報を出力してもよい。
　この車両制御装置によれば、装置に誤認識等の異常が生じた場合を想定して、装置が制
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御可能な操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両が障害物に接触するまでの時間である
接触余裕時間から運転者の運転復帰時間を減じた差分が第３の閾値以下になった場合に、
運転者に警報を出力する。従って、この車両制御装置によれば、運転者が手放し状態であ
る場合に一定時間で警報を出力する従来の装置と比べて、車両と障害物の接触に関して予
定されたタイミングで警報を出力することができ、警報が運転者に対して違和感を与える
ことを抑制できる。
【００１１】
　本発明に係る他の態様は、予め設定された操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両が
走行車線に沿って走行するように車両を制御する車両制御装置であって、車両の走行状態
を認識する走行状態認識部と、車両の周囲の障害物に関する障害物情報を取得する障害物
情報取得部と、車両の走行状態及び障害物情報に基づいて、操舵制御範囲内及び車速制御
範囲内で車両が障害物に接触するまでの時間である接触余裕時間を演算する接触余裕時間
演算部と、車両の運転者の手放し状態の継続時間である手放し継続時間を計測する手放し
継続時間計測部と、手放し継続時間に基づいて、運転者の運転復帰時間を推定する運転復
帰時間推定部と、接触余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第３の閾値以下になった
場合に、運転者に対する警報を出力する制御部と、を備える。
【００１２】
　この車両制御装置によれば、装置に誤認識等の異常が生じた場合を想定して、装置が制
御可能な操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両が障害物に接触するまでの時間である
接触余裕時間から運転者の運転復帰時間を減じた差分が第３の閾値以下になった場合に、
運転者に警報を出力する。従って、この車両制御装置によれば、運転者が手放し状態であ
る場合に一定時間で警報を出力する従来の装置と比べて、車両と障害物の接触に関して予
定されたタイミングで警報を出力することができ、警報が運転者に対して違和感を与える
ことを抑制できる。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明の一態様又は他の態様に係る車両制御装置によれば、警報
が運転者に対して違和感を与えることを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施形態に係る車両制御装置を示すブロック図である。
【図２】逸脱余裕時間を説明するための平面図である。
【図３】手放し継続時間と運転復帰時間の関係性を規定したグラフである。
【図４】第１の実施形態に係る車両制御装置の制御方法を示すフローチャートである。
【図５】第２の実施形態に係る車両制御装置を示すブロック図である。
【図６】接触余裕時間を説明するための平面図である。
【図７】接触余裕時間の他の例を説明するための平面図である。
【図８】第２の実施形態に係る車両制御装置の制御方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
［第１の実施形態］
　図１は、第１の実施形態に係る車両制御装置を示すブロック図である。図１に示す車両
制御装置１００は、乗用車等の車両Ｍに搭載され、車両Ｍの走行を制御する。車両制御装
置１００は、例えば、車両Ｍの走行する走行車線に沿って車両Ｍを走行させる車線維持支
援［ＬＴＣ：Lane　Trace　Control］を行う。車線維持支援とは、例えば、車両の横位置
が走行車線内の目標横位置となるように車両を制御すると共に、運転者による操舵があっ
た場合には当該操舵を車両の走行に反映させる運転支援である。車両の横位置とは、走行
車線の幅方向における車両の位置である。目標横位置は、例えば、走行車線の幅方向にお
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ける走行車線の中央位置に設定される。また、目標横位置は、走行車線の中央位置から車
線の幅方向にオフセットした位置に設定されてもよい。
【００１７】
　なお、車両制御装置１００は、地図上で予め設定された目的地へ向かって車両Ｍを自動
で走行させる自動運転を行ってもよい。すなわち、本実施形態の内容は、自動運転中の車
両Ｍに対しても適用可能である。
【００１８】
　車両制御装置１００は、例えば、運転者がＬＴＣ又は自動運転をオンにした場合、予め
設定された操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両Ｍが走行車線に沿って走行するよう
に車両Ｍを制御する。操舵制御範囲とは、ＬＴＣ又は自動運転の車両制御において車両制
御装置１００が車両Ｍの操舵を制御することを許容されている範囲である。操舵制御範囲
には、例えば、操舵角の制御範囲、操舵角の変化率の制御範囲、操舵トルクの制御範囲、
操舵トルクの変化率の制御範囲のうち少なくとも一つが含まれている。同様に、車速制御
範囲とは、ＬＴＣ又は自動運転の車両制御において車両制御装置１００が車両Ｍの車速又
は加速度を制御することを許容されている範囲である。車速制御範囲には、例えば、車速
の制御範囲及び加速度（減速度）の制御範囲が含まれている。操舵制御範囲及び車速制御
範囲は、固定の範囲であってもよく、運転者による設定変更又は車両Ｍの走行状況によっ
て範囲が変更されてもよい。
【００１９】
　車両制御装置１００は、走行車線に沿って走行するように車両Ｍを制御している間、逸
脱余裕時間を演算する。逸脱余裕時間とは、上述した操舵制御範囲内及び車速制御範囲内
で車両Ｍが走行車線を逸脱するまでの時間（例えば最短時間）である。逸脱余裕時間は、
例えば、仮に車両制御装置１００に周辺状況の誤認識等の異常が生じた場合であって、操
舵制御範囲内及び車速制御範囲内で走行車線の車線境界に向かって車両制御装置１００が
車両Ｍを制御したときに、車両Ｍが走行車線を逸脱するまでの最短時間に相当する。逸脱
余裕時間は、現在の車速を維持しながら車両制御装置１００による操舵の制御により車両
Ｍが走行車線を逸脱するまでの最短時間としてもよい。ここで言う最短時間とは、現実の
車両Ｍが走行車線Ｒ１を逸脱するまでの最短の時間ではなく、演算上で車両Ｍが走行車線
Ｒ１を逸脱すると仮定される最短の時間である。最短時間は、演算手法又は演算に用いる
パラメータの設定により異なる時間となる。
【００２０】
　車両制御装置１００は、例えば、車両Ｍの走行状態（車速、加速度、ヨーレート等の状
態）、走行車線に対する車両Ｍの横位置、及び走行車線に対する車両Ｍの向き（走行車線
を形成する白線に対する車両Ｍの向き）に基づいて、逸脱余裕時間を演算する。なお、走
行車線を逸脱した状態とは、例えば、走行車線を形成する白線（車線境界線、車両通行帯
境界線等）を少なくとも車両Ｍの先端が超えた状態とすることができる。走行車線を逸脱
した状態として、車両Ｍが白線を踏んだ状態としてもよい。
【００２１】
　ここで、図２は、逸脱余裕時間を説明するための平面図である。図２に、車両Ｍが走行
する走行車線Ｒ１、走行車線Ｒ１の右側に隣接する隣接車線Ｒ２、走行車線Ｒ１を形成す
る白線Ｌ１、Ｌ２、白線Ｌ２と共に隣接車線Ｒ２を形成する白線Ｌ３を示す。また、図２
に、仮に車両制御装置１００が誤認識した場合の走行車線Ｒｆ１、隣接車線Ｒｆ２、及び
白線Ｌｆ１～Ｌｆ３、走行車線Ｒｆ１に沿って走行した場合の車両Ｍの位置Ｍｆを示す。
【００２２】
　図２では、実際の走行車線Ｒ１及び隣接車線Ｒ２が直進の道路であるにも関わらず、車
両制御装置１００が左カーブの走行車線Ｒｆ１及び隣接車線Ｒｆ２であると誤認識して車
両Ｍを制御した場合を示している。走行車線Ｒｆ１及び隣接車線Ｒｆ２は、車両Ｍの現在
位置から車両制御装置１００が最も短い時間で実際の走行車線Ｒ１を逸脱する場合に、誤
認識したと仮定される車線である。すなわち、走行車線Ｒｆ１及び隣接車線Ｒｆ２は、実
際の道路形状の他、車両Ｍの走行状態、及び車両制御装置１００の操舵制御範囲及び車速
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制御範囲によっても変化する。なお、車両制御装置１００は、仮想の走行車線Ｒｆ１及び
隣接車線Ｒｆ２を演算で求める必要はない。
【００２３】
　図２に示す状況において、車両制御装置１００は、車両Ｍの走行状態、走行車線Ｒ１に
対する車両Ｍの横位置、及び走行車線Ｒ１に対する車両Ｍの向きに基づいて、逸脱余裕時
間を演算する。車両制御装置１００は、例えば、ＬＴＣを実行中の間、予め設定された時
間毎に逸脱余裕時間の演算を行う。
【００２４】
　また、車両制御装置１００は、運転者が手放し状態であるか否かを判定する。手放し状
態とは、例えば、運転者がステアリングホイールから手を放している状態である。車両制
御装置１００は、例えば、ステアリングホイールに備えられた操舵タッチセンサからの信
号に基づいて、運転者が手放し状態であるか否かを判定する。なお、車両制御装置１００
は、運転者がステアリングホイールから手を放していても、運転者によるシフトレバー又
はウインカレバー等の操作が検出された場合には、手放し状態ではないと判定してもよい
。同様に、車両制御装置１００は、アクセルペダル操作又はブレーキペダル操作が検出さ
れた場合には、手放し状態ではないと判定してもよい。
【００２５】
　車両制御装置１００は、運転者が手放し状態であると判定した場合、手放し継続時間の
計測を開始する。手放し継続時間とは、運転者が手放し状態を継続している時間である。
車両制御装置１００は、手放し継続時間に基づいて、運転復帰時間を推定する。運転復帰
時間とは、手放し状態の運転者が運転操作に復帰するまでの時間である。運転操作に復帰
とは、例えば、手放し状態の運転者が車両制御の異常に気付いてステアリングホイールを
握ることである。運転操作に復帰とは、手放し状態の運転者が車両制御の異常に気付いて
ＬＴＣ等の車両制御を解除する操作を行うことであってもよい。車両制御を解除する操作
とは、運転者による解除ボタンの操作であってもよく、運転者によるオーバーライドであ
ってもよい。オーバーライドとは、例えば、ステアリングホイールを予め設定された操舵
閾値以上に回転させること、或いは、ブレーキペダル又はアクセルペダルを予め設定され
た踏込み閾値以上に踏み込むことにより、車両制御を解除する操作である。
【００２６】
　車両制御装置１００は、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第１の閾値以下
であるか否かを判定する。逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分は、負の値も取り
得る。第１の閾値とは、手放し状態の運転者に適切なタイミングで警報を出力するために
設定された閾値である。第１の閾値は、固定値であってもよく、変動する値であってもよ
い。第１の閾値は、０であってもよく、負の値であってもよい。第１の閾値は、例えば、
車両Ｍの車速又は車両Ｍの加速度が大きいほど大きな値としてもよい。また、第１の閾値
は、例えば、車両Ｍの走行中の道路形状がカーブ形状である場合、道路形状が直線形状で
ある場合と比べて大きな値としてもよい。第１の閾値を大きな値とすることにより警報の
タイミングを早めることができる。第１の閾値を大きくすることは、逸脱余裕時間に重み
付けをして時間を短くすることと等しい。
【００２７】
　車両制御装置１００は、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第１の閾値以下
であると判定した場合、手放し状態の運転者に対する警報を出力する。警報は、例えば、
運転者がステアリングホイールを握ることを促す音声出力又は画像表示である。
【００２８】
　車両制御装置１００は、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第２の閾値以下
であると判定した場合、逸脱余裕時間の延長制御を行ってもよい。逸脱余裕時間の延長制
御とは、例えば、車両Ｍの減速及び操舵制御範囲の制限のうち少なくとも一方により、逸
脱余裕時間を延長する制御である。操舵制御範囲の制限は、例えば、車両制御装置１００
による操舵トルクの制御の範囲又は操舵トルク変化率の制御の範囲を狭めることである。
操舵制御範囲の制限は、操舵角の制御の範囲又は操舵角の変化率の制御の範囲を狭めるこ
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とであってもよい。なお、逸脱余裕時間の延長制御として、車両Ｍの減速及び操舵制御範
囲の制限の両方を行ってもよい。
【００２９】
　第２の閾値は、固定値であってもよく、変動する値であってもよい。第２の閾値は、０
であってもよく、負の値であってもよい。第２の閾値は、第１の閾値と同じ値であっても
よい。この場合には、車両制御装置１００は、警報の出力と共に、逸脱余裕時間の延長制
御を実行する。
【００３０】
　また、第２の閾値は、第１の閾値より小さい値であってもよい。この場合には、車両制
御装置１００は、警報の出力後も運転者が手放し状態を継続して、逸脱余裕時間から運転
復帰時間を減じた差分が第２の閾値以下になったと判定したときに、逸脱余裕時間の延長
制御を実行する。なお、逸脱余裕時間の延長制御は、際限無く繰り返されるものではなく
、例えば、１度の運転者の手放し状態の継続に対して１回又は２回だけ実行される。逸脱
余裕時間の延長制御は、予め設定された回数に達するまで繰り返し行ってもよく、車両Ｍ
が予め設定された速度以下（例えば４０ｋｍ／ｈ）になるまで繰り返し行ってもよい。
【００３１】
　また、車両制御装置１００は、警報の出力前に、逸脱余裕時間の延長制御を行ってもよ
い。すなわち、第２の閾値は、第１の閾値より大きい値であってもよい。車両制御装置１
００は、例えば、逸脱余裕時間の延長制御を１回だけ行う。その後、車両制御装置１００
は、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第１の閾値以下であると判定した場合
、警報を出力する。
【００３２】
〈第１の実施形態に係る車両制御装置の構成〉
　以下、第１の実施形態に係る車両制御装置１００の構成について図１を参照して説明す
る。図１に示すように、車両制御装置１００は、外部センサ１、ＧＰＳ［Global Positio
ning System］受信部２、内部センサ３、地図データベース４、ナビゲーションシステム
５、アクチュエータ６、ＨＭＩ［Human Machine Interface］７、及びＥＣＵ［Electroni
cControl Unit］１０を備えている。
【００３３】
　外部センサ１は、車両Ｍの周辺情報である外部状況を検出する検出機器である。外部セ
ンサ１は、少なくともカメラを含む。カメラは、例えば、車両Ｍのフロントガラスの裏側
に設けられている。カメラは、車両Ｍの外部状況に関する撮像情報をＥＣＵ１０へ送信す
る。カメラは、単眼カメラであってもよく、ステレオカメラであってもよい。ステレオカ
メラは、両眼視差を再現するように配置された二つの撮像部を有している。
【００３４】
　外部センサ１は、レーダー［Radar］又はライダー［LIDER：LaserImaging Detection a
nd Ranging］を含んでもよい。レーダーは、電波（例えばミリ波）を利用して車両Ｍの外
部の障害物を検出する。レーダーは、電波を車両Ｍの周囲に送信し、障害物で反射された
電波を受信することで障害物を検出する。レーダーは、検出した障害物情報をＥＣＵ１０
へ送信する。ライダーは、光を利用して車両Ｍの外部の障害物を検出する。
【００３５】
　ライダーは、光を利用して車両Ｍの外部の障害物を検出する。ライダーは、光を車両Ｍ
の周囲に送信し、障害物で反射された光を受信することで反射点までの距離を計測し、障
害物を検出する。ライダーは、検出した障害物情報をＥＣＵ１０へ送信する。
【００３６】
　ＧＰＳ受信部２は、３個以上のＧＰＳ衛星から信号を受信することにより、車両Ｍの位
置（例えば車両Ｍの緯度及び経度）を測定する。ＧＰＳ受信部２は、測定した車両Ｍの位
置情報をＥＣＵ１０へ送信する。なお、ＧＰＳ受信部２に代えて、車両Ｍの緯度及び経度
が特定できる他の手段を用いてもよい。
【００３７】
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　内部センサ３は、車両Ｍの走行状態及び運転者の運転操作を検出する検出機器である。
内部センサ３は、例えば、車速センサ、加速度センサ、及びヨーレートセンサを含む。車
速センサは、車両Ｍの速度を検出する検出器である。車速センサとしては、例えば、車両
Ｍの車輪又は車輪と一体に回転するドライブシャフト等に対して設けられ、車輪の回転速
度を検出する車輪速センサが用いられる。車速センサは、検出した車速情報（車輪速情報
）をＥＣＵ１０に送信する。
【００３８】
　加速度センサは、車両Ｍの加速度を検出する検出器である。加速度センサは、例えば、
車両Ｍの前後方向の加速度を検出する前後加速度センサと、車両Ｍの横加速度を検出する
横加速度センサとを含んでいる。加速度センサは、例えば、車両Ｍの加速度情報をＥＣＵ
１０に送信する。ヨーレートセンサは、車両Ｍの重心の鉛直軸周りのヨーレート（回転角
速度）を検出する検出器である。ヨーレートセンサとしては、例えばジャイロセンサを用
いることができる。ヨーレートセンサは、検出した車両Ｍのヨーレート情報をＥＣＵ１０
へ送信する。
【００３９】
　また、内部センサ３は、例えば、操舵トルクセンサ、操舵角センサ、操舵タッチセンサ
、アクセルペダルセンサ、及びブレーキペダルセンサを含む。操舵トルクセンサ及び操舵
角センサは、例えば、車両Ｍのステアリングシャフトに対して設けられ、運転者がステア
リングホイールに与える操舵トルク及びステアリングホイールの操舵角をそれぞれ検出す
る。操舵トルクセンサ及び操舵角センサは、何れか一方のみ備えられていればよい。操舵
タッチセンサは、例えば、車両Ｍのステアリングホイールに設けられ、ステアリングホイ
ールに対する運転者の接触及び運転者がステアリングホイールを握る圧力を検出する。操
舵タッチセンサとしては、例えば、感圧式のセンサを用いることができる。操舵トルクセ
ンサ、操舵角センサ、及び操舵タッチセンサは、検出した運転者の操舵に関する操舵情報
をＥＣＵ１０へ送信する。
【００４０】
　アクセルペダルセンサは、例えば、アクセルペダルのシャフト部分に対して設けられ、
アクセルペダルの踏込み量（アクセルペダルの位置）を検出する。アクセルペダルセンサ
は、検出したアクセルペダルの踏込み量に応じた信号をＥＣＵ１０へ送信する。ブレーキ
ペダルセンサは、例えば、ブレーキペダルのシャフト部分に対して設けられ、ブレーキペ
ダルの踏込み量（ブレーキペダルの位置）を検出する。ブレーキペダルの操作力（ブレー
キペダルに対する踏力やマスタシリンダの圧力等）から検出してもよい。ブレーキペダル
センサは、検出したブレーキペダルの踏込み量又は操作量に関するブレ－キ操作情報をＥ
ＣＵ１０へ送信する。内部センサ３は、その他、シフトレバーの操作を検出するシフトレ
バーセンサを有していてもよく、方向指示器の操作を検出する方向指示器センサを有して
いてもよい。
【００４１】
　更に、内部センサ３は、運転者を撮像するドライバモニタカメラを有していてもよい。
ドライバモニタカメラは、例えば、車両Ｍのステアリングコラムのカバー上で運転者の正
面の位置に設けられている。ドライバモニタカメラは、運転者を複数方向から撮像するた
め、複数個設けられていてもよい。ドライバモニタカメラは、運転者の撮像情報をＥＣＵ
１０へ送信する。
【００４２】
　地図データベース４は、地図情報を備えたデータベースである。地図データベースは、
例えば、車両に搭載されたＨＤＤ［Hard disk drive］内に形成されている。地図情報に
は、例えば、道路の位置情報、道路形状の情報（例えばカーブ、直線部の種別、カーブの
曲率等）、交差点及び分岐点の位置情報が含まれる。地図情報には、道路の幅情報が含ま
れていてもよく、建物や壁等の遮蔽構造物の位置情報が含まれていてもよい。なお、地図
データベース４は、必ずしも車両Ｍに搭載されている必要はなく、車両Ｍと通信可能な情
報処理センター等の施設のコンピュータに記憶されていてもよい。
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【００４３】
　ナビゲーションシステム５は、車両Ｍの運転者によって設定された目的地まで、車両Ｍ
の運転者に対して案内を行う装置である。ナビゲーションシステム５は、ＧＰＳ受信部２
の測定した車両Ｍの位置情報と地図データベース４の地図情報とに基づいて、車両Ｍの走
行するルートを算出する。ルートは、複数車線の区間において好適な車線を特定したもの
であってもよい。ナビゲーションシステム５は、例えば、車両Ｍの位置から目的地に至る
までの目標ルートを演算し、ディスプレイの表示及びスピーカの音声出力により運転者に
対して目標ルートの報知を行う。目標ルートには、車両Ｍが車線変更を行うべき区間の情
報が含まれていてもよい。ナビゲーションシステム５は、例えば、車両Ｍの目標ルートの
情報をＥＣＵ１０へ送信する。ナビゲーションシステム５は、例えば、車両制御装置１０
０が自動運転を行う際に利用される。ナビゲーションシステム５は、他車両又は情報処理
センター等の施設と無線通信を行う通信部を有していてもよい。なお、車両制御装置１０
０は、ナビゲーションシステム５を必ずしも備える必要はない。
【００４４】
　アクチュエータ６は、車両Ｍの走行制御を実行する装置である。アクチュエータ６は、
スロットルアクチュエータ、ブレーキアクチュエータ、及び操舵アクチュエータを少なく
とも含む。スロットルアクチュエータは、ＥＣＵ１０からの制御信号に応じてエンジンに
対する空気の供給量（スロットル開度）を制御し、車両Ｍの駆動力を制御する。なお、車
両Ｍがハイブリッド車又は電気自動車である場合には、スロットルアクチュエータを含ま
ず、動力源としてのモータにＥＣＵ１０からの制御信号が入力されて当該駆動力が制御さ
れる。
【００４５】
　ブレーキアクチュエータは、ＥＣＵ１０からの制御信号に応じてブレーキシステムを制
御し、車両Ｍの車輪へ付与する制動力を制御する。ブレーキシステムとしては、例えば、
液圧ブレーキシステムを用いることができる。操舵アクチュエータは、電動パワーステア
リングシステムのうち操舵トルクを制御するアシストモータの駆動を、ＥＣＵ１０からの
制御信号に応じて制御する。これにより、操舵アクチュエータは、車両Ｍの操舵トルクを
制御する。
【００４６】
　ＨＭＩ７は、運転者と車両制御装置１００との間で情報の出力及び入力をするためのイ
ンターフェイスである。ＨＭＩ７は、車両Ｍの乗員（運転者を含む）と車両制御装置１０
０との間で情報の出力及び入力をするためのインターフェイスである。ＨＭＩ７は、例え
ば、運転者に画像情報を表示するための表示部７ａ、音声出力のための音声出力部７ｂ、
及び乗員が入力操作を行うための操作ボタン又はタッチパネルなどを備えている。表示部
７ａは、複数の種類のディスプレイから構成されていてもよい。表示部７ａは、例えば、
コンビネーションメータのＭＩＤ、インストルメントパネルのセンターディスプレイ、Ｈ
ＵＤ［Head　Up　Display］、運転者が装着するグラス型のウェアラブルデバイス等のう
ち少なくとも一つを含んでいる。表示部７ａは、ＥＣＵ１０からの制御信号に応じて画像
情報を表示する。音声出力部７ｂは、警報音又は音声の出力により運転者に対する通知を
行うためのスピーカである。音声出力部７ｂは、複数のスピーカから構成されていてもよ
く、車両Ｍに備え付けのスピーカを含めて構成されていてもよい。音声出力部７ｂは、例
えば、車両Ｍのインストルメントパネル裏に設けられたスピーカ、車両Ｍの運転席のドア
内側に設けられたスピーカ等のうち少なくとも一つを含んでいる。音声出力部７ｂは、Ｅ
ＣＵ１０からの制御信号に応じて警報音又は音声を運転者へ出力する。なお、表示部７ａ
及び音声出力部７ｂは、必ずしもＨＭＩ７の一部を構成していなくてもよい。
【００４７】
　次に、ＥＣＵ１０の機能的構成について説明する。ＥＣＵ１０は、ＣＰＵ[Central Pro
cessing Unit]、ＲＯＭ[Read OnlyMemory]、ＲＡＭ[Random Access Memory]等を有する電
子制御ユニットである。ＥＣＵ１０では、ＲＯＭに記憶されているプログラムをＲＡＭに
ロードし、ＣＰＵで実行することで、各種の制御を実行する。ＥＣＵ１０は、複数の電子
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制御ユニットから構成されていてもよい。なお、ＥＣＵ１０の機能の一部は、車両Ｍと通
信可能な情報処理センター等の施設のコンピュータで行われてもよい。
【００４８】
　ＥＣＵ１０は、走行状態認識部１１、横位置認識部１２、逸脱余裕時間演算部１３、手
放し継続時間計測部１４、運転者状態認識部１５、運転復帰時間推定部１６、及び制御部
１７を有している。
【００４９】
　走行状態認識部１１は、内部センサ３の検出結果に基づいて、車両Ｍの走行状態を認識
する。車両Ｍの走行状態には、少なくとも車両Ｍの車速及び車両Ｍのヨーレートが含まれ
る。車両Ｍの走行状態には、車両Ｍの加速度（減速度）が含まれてもよい。走行状態認識
部１１は、例えば、車速センサの車速情報に基づいて車両Ｍの車速を認識する。走行状態
認識部１１は、例えば、ヨーレートセンサのヨーレート情報に基づいて車両Ｍのヨーレー
トを認識する。走行状態認識部１１は、例えば、加速度センサの加速度情報に基づいて車
両Ｍの加速度を認識する。
【００５０】
　横位置認識部１２は、外部センサ１の検出結果に基づいて、走行車線Ｒ１に対する車両
Ｍの横位置及び走行車線Ｒ１に対する車両Ｍの向きを認識する。横位置認識部１２は、例
えば、カメラの撮像情報に基づいて、走行車線Ｒ１の白線Ｌ１、Ｌ２を認識する。横位置
認識部１２は、例えば、カメラの撮像情報に基づいて、周知の画像処理の手法により、白
線Ｌ１、Ｌ２と車両Ｍとの横方向（走行車線Ｒ１の幅方向）の間隔である横位置を認識す
る。また、横位置認識部１２は、例えば、カメラの撮像情報に基づいて、周知の画像処理
の手法により、走行車線Ｒ１に対する車両Ｍの向き（白線Ｌ１又は白線Ｌ２に対する車両
Ｍの向き）を認識する。なお、横位置認識部１２は、必ずしもカメラの撮像情報を用いる
必要はなく、レーダーによる白線認識を利用してもよい。
【００５１】
　逸脱余裕時間演算部１３は、操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両Ｍが走行車線Ｒ
１を逸脱するまでの時間である逸脱余裕時間を演算する。逸脱余裕時間演算部１３は、例
えば、車両Ｍの走行状態と走行車線Ｒ１に対する車両Ｍの横位置及び向きとに基づいて、
逸脱余裕時間を演算する。逸脱余裕時間演算部１３は、例えば、周知の手法（最適化手法
等）を組み合わせて逸脱余裕時間を演算する。なお、逸脱余裕時間演算部１３は、操舵制
御範囲及び車速制御範囲が状況に応じて変動する場合には、現在の操舵制御範囲及び車速
制御範囲も参照して逸脱余裕時間を演算する。逸脱余裕時間演算部１３は、更に、地図情
報を参照して車両Ｍの前方の道路形状に基づいて逸脱余裕時間を演算してもよい。逸脱余
裕時間演算部１３は、更に、走行車線Ｒ１の道路幅及び走行車線Ｒ１の曲率に基づいて、
逸脱余裕時間の演算を行ってもよい。逸脱余裕時間演算部１３は、例えば、車両Ｍの位置
情報及び地図情報に基づいて、走行車線Ｒ１の道路幅及び走行車線Ｒ１の曲率を認識する
。
【００５２】
　逸脱余裕時間演算部１３は、例えば、走行車線Ｒ１の左側の白線Ｌ１から車両Ｍが逸脱
する場合と走行車線Ｒ１の右側の白線Ｌ２から車両Ｍが逸脱する場合のそれぞれについて
演算を行ってもよい。この場合、逸脱余裕時間演算部１３は、例えば、時間の短い方を逸
脱余裕時間とする。また、逸脱余裕時間演算部１３は、走行車線Ｒ１に対する車両Ｍの横
位置に基づいて白線Ｌ１及び白線Ｌ２のうち車両Ｍに最も近い白線を認識し、車両Ｍに最
も近い白線から車両Ｍが逸脱する場合の逸脱余裕時間を演算してもよい。
【００５３】
　手放し継続時間計測部１４は、運転者の手放し継続時間を計測する。まず、手放し継続
時間計測部１４は、内部センサ３の検出結果に基づいて、運転者が手放し状態であるか否
かを判定する。手放し継続時間計測部１４は、例えば、操舵タッチセンサの検出結果に基
づいて、運転者が手放し状態であるか否かを判定する。手放し継続時間計測部１４は、操
舵タッチセンサの検出結果から運転者がステアリングホイールを握っていないと認識した
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場合、運転者が手放し状態であると判定する。
【００５４】
　手放し継続時間計測部１４は、操舵タッチセンサの検出結果から運転者がステアリング
ホイールに触れていないと認識した場合であっても、アクセルペダルセンサ及びブレーキ
ペダルセンサ等の検出結果に基づいて運転者の運転操作が検出されたときには、運転者は
手放し状態ではないと判定してもよい。運転操作には、シフトレバーの操作及び方向指示
器の操作が含まれていてもよい。運転操作には、ナビゲーションシステム５に対する入力
操作、ＨＭＩ７に対する入力操作を含めることもできる。
【００５５】
　なお、手放し継続時間計測部１４は、操舵トルクセンサ、アクセルペダルセンサ、及び
ブレーキペダルセンサの検出結果に基づいて、運転者が何れの運転操作も行っていない状
態であると認識した場合、運転者が手放し状態であると判定してもよい。この場合には、
操舵タッチセンサは不要である。手放し継続時間計測部１４は、運転者が手放し状態であ
ると判定した場合、運転者が手放し状態を継続した時間である手放し継続時間の計測を開
始する。手放し継続時間計測部１４は、手放し継続時間の計測を開始した後、運転者が手
放し状態ではないと判定した場合、手放し継続時間の計測を完了する。
【００５６】
　運転者状態認識部１５は、運転者の状態を認識する。運転者状態認識部１５は、例えば
、ドライバモニタカメラの撮像情報に基づいて、運転者が低覚醒状態であるか否かを認識
する。低覚醒状態とは、例えば、睡眠不足等により意識が朦朧とした状態である。低覚醒
状態には、居眠り状態も含まれる。運転者状態認識部１５は、ドライバモニタカメラの撮
像情報から得られた運転者の開眼の状況等に基づいて、周知の手法により運転者が低覚醒
状態であるか否かを認識することができる。運転者状態認識部１５は、無線通信を介して
、運転者が身につけているウェアラブルデバイス又は携帯情報端末との通信により取得し
た運転者の心拍情報又は脳波情報から運転者が低覚醒状態であるか否かを認識してもよい
。運転者状態認識部１５は、各種情報に基づいて、周知の手法により運転者が低覚醒状態
であるか否かを認識することができる。
【００５７】
　また、運転者状態認識部１５は、例えば、ドライバモニタカメラの撮像情報に基づいて
、運転者がよそ見状態であるか否かを認識する。よそ見状態とは、例えば、運転者が車両
Ｍの前方以外の方向に顔を向けている状態である。運転者状態認識部１５は、例えば、ド
ライバモニタカメラの撮像情報から周知の手法により運転者の視線検出を行うことで、運
転者がよそ見状態であるか否かを認識することができる。運転者状態認識部１５は、無線
通信を介して携帯情報端末と通信することにより、運転者が携帯情報端末を操作中である
と認識した場合、運転者がよそ見状態であると認識してもよい。運転者状態認識部１５は
、各種情報に基づいて、周知の手法により運転者がよそ見状態であるか否かを認識するこ
とができる。
【００５８】
　更に、運転者状態認識部１５は、運転者の姿勢を認識してもよい。運転者状態認識部１
５は、例えば、ドライバモニタカメラの撮像情報に基づいて、運転者の姿勢が運転操作に
適切な姿勢であるか否かを認識する。運転者状態認識部１５は、例えば、運転者の足の位
置、座席の背もたれの角度等から運転者の姿勢が運転操作に適切な姿勢であるか否かを認
識する。運転者状態認識部１５は、例えば、運転者が足を組んでいる場合、運転者の姿勢
が運転操作に適切な姿勢ではないと認識する。運転者状態認識部１５は、運転者が携帯情
報端末等を手に持っている場合、運転者の姿勢が運転操作に適切な姿勢ではないと認識し
てもよい。
【００５９】
　また、運転者状態認識部１５は、運転者のドライバタイプを判定してもよい。ドライバ
タイプには、例えば、速い走行を好むドライバタイプ（例えばスポーティタイプ）と、通
常のドライバタイプ（例えばノーマルタイプ）が含まれる。速い走行を好むドライバタイ
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プは、例えば、運転者による車両Ｍの運転操作時に、追越しの車線変更の頻度が高い運転
者の運転傾向である。運転者状態認識部１５は、例えば、運転者の過去の運転履歴に基づ
いて、運転者のドライバタイプを判定する。運転者状態認識部１５は、運転者による事前
の設定入力に基づいて、運転者のドライバタイプを判定してもよい。なお、ＥＣＵ１０は
、運転者状態認識部１５を必ずしも有する必要はない。
【００６０】
　運転復帰時間推定部１６は、手放し継続時間計測部１４の計測した手放し継続時間に基
づいて、運転復帰時間を推定する。運転復帰時間推定部１６は、例えば、予め記憶された
マップデータ又は数式を利用して、手放し継続時間から運転復帰時間を推定する。ここで
、図３は、手放し継続時間と運転復帰時間の関係性を規定したグラフである。図３におい
て縦軸は手放し継続時間（単位：秒）、横軸は運転復帰時間（単位：秒）となっている。
運転復帰時間推定部１６は、例えば、図３に示すグラフの関係性をマップデータとして用
いることにより、手放し継続時間から運転復帰時間を推定する。図３では、一例として、
手放し継続時間が２７秒の場合、運転復帰時間を０.８秒と求めることができる。
【００６１】
　運転復帰時間推定部１６は、手放し継続時間の他、運転者状態認識部１５の認識結果を
利用して運転復帰時間を推定してもよい。運転復帰時間推定部１６は、例えば、運転者状
態認識部１５により運転者が低覚醒状態であると認識された場合、運転者が低覚醒状態で
はないと認識された場合と比べて長い運転復帰時間を推定する。運転復帰時間推定部１６
は、運転者が低覚醒状態であると認識された場合、予め設定された遅れ時間を運転復帰時
間に加算する態様であってもよい。
【００６２】
　同様に、運転復帰時間推定部１６は、例えば、運転者状態認識部１５により運転者がよ
そ見状態であると認識された場合、運転者がよそ見状態ではないと認識された場合と比べ
て長い運転復帰時間を推定する。運転復帰時間推定部１６は、運転者がよそ見状態である
と認識された場合、予め設定された遅れ時間を運転復帰時間に加算する態様であってもよ
い。
【００６３】
　また、運転復帰時間推定部１６は、運転者状態認識部１５により運転者の姿勢が運転操
作に適切な姿勢ではないと判定された場合、運転者の姿勢が運転操作に適切な姿勢である
と判定された場合と比べて長い運転復帰時間を推定してもよい。運転復帰時間推定部１６
は、運転者の姿勢が運転操作に適切な姿勢ではないと判定された場合、予め設定された遅
れ時間を運転復帰時間に加算する態様であってもよい。
【００６４】
　また、運転復帰時間推定部１６は、運転者状態認識部１５により運転者のドライバタイ
プが判定された場合、ドライバタイプを考慮して運転復帰時間を推定してもよい。運転復
帰時間推定部１６は、例えば、運転者が速い走行を好むドライバタイプである場合と運転
者が通常のドライバタイプである場合とで異なるマップデータを用いる。運転復帰時間推
定部１６は、例えば、運転者が通常のドライバタイプである場合には、例えば図３に対応
するマップデータを用いることができる。一方、運転復帰時間推定部１６は、例えば、運
転者が速い走行を好むドライバタイプである場合には、運転者が警報に反応して運転操作
に復帰するスピードも速いと考えられることから、図３に対応するマップデータよりも、
手放し継続時間に対する運転復帰時間の増加率が低いマップデータを用いることができる
。
【００６５】
　なお、運転復帰時間推定部１６は、運転者の手放し状態の頻度に応じてマップデータを
変更してもよい。運転復帰時間推定部１６は、例えば、運転者が単位時間内に一定回数以
上の頻度で手放し状態を繰り返す場合、運転者が単位時間内に一定回数以上の頻度で手放
し状態を繰り返さない場合と比べて、手放し継続時間に対する運転復帰時間の増加率が高
いマップデータを用いることができる。
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【００６６】
　制御部１７は、逸脱余裕時間演算部１３の演算した逸脱余裕時間と運転復帰時間推定部
１６の推定した運転復帰時間との差分が第１の閾値以下になったか否かを判定する。制御
部１７は、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第１の閾値以下になったと判定
した場合、運転者に対する警報を出力する。制御部１７は、例えば、ＨＭＩ７に対して制
御信号を送信することにより、表示部７ａによる画像表示の警報及び音声出力部７ｂによ
る音声出力の警報を出力する。警報は、例えば、ステアリングホイールを握るように運転
者を促す内容の画像表示及び音声出力である。なお、警報は、画像表示及び音声出力の何
れか一方であってもよい。制御部１７は、運転者が携帯情報端末を操作していることを認
識した場合には、携帯情報端末を通じて警報を出力してもよい。
【００６７】
　また、制御部１７は、複数回の警報を出力してもよい。制御部１７は、第１の閾値より
小さい複数の閾値を設け、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が各閾値以下にな
る度に、警報を出力してもよい。
【００６８】
　また、制御部１７は、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第２の閾値以下に
なったか否かを判定する。制御部１７は、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が
第２の閾値以下になったと判定した場合、車両Ｍの減速及び操舵制御範囲の制限のうち少
なくとも一方による逸脱余裕時間の延長制御を実行する。制御部１７は、例えば、アクチ
ュエータ６に制御信号を送信することにより逸脱余裕時間の延長制御を実行する。なお、
制御部１７は、例えば、車両Ｍが走行車線Ｒ１を最短時間で逸脱するために車両Ｍの操舵
が必要であると判定した場合にのみ、操舵制御範囲の制限による逸脱余裕時間の延長制御
を実行するようにしてもよい。また、制御部１７は、走行車線Ｒ１の道路形状に基づいて
逸脱余裕時間の延長制御の実行内容を決定してもよい。すなわち、制御部１７は、地図情
報等に基づいて車両Ｍが走行中又は車両Ｍの前方の走行車線Ｒ１の道路形状がカーブであ
ると判定した場合には、操舵制御範囲の制限により車両Ｍのカーブ走行に支障が出ること
を避けるため、操舵制御範囲の制限ではなく車両Ｍの減速により逸脱余裕時間の延長制御
を実行してもよい。
【００６９】
　制御部１７は、上述した警報の出力と共に、逸脱余裕時間の延長制御を実行してもよい
。この場合、第２の閾値と第１の閾値は同じ値とすることができる。或いは、制御部１７
は、第２の閾値を第１の閾値より小さい値として、警報後も運転者が手放し状態を継続し
た場合に、逸脱余裕時間の延長制御を実行してもよい。制御部１７は、第２の閾値を第１
の閾値より大きい値として、警報前に逸脱余裕時間の延長制御を実行してもよい。この場
合、制御部１７は、例えば、逸脱余裕時間の延長制御を１回実行した後は、再び上記差分
が第２の閾値以下になっても、逸脱余裕時間の延長制御を行わない。或いは、制御部１７
は、逸脱余裕時間の延長制御を複数回実行してもよい。この場合には、制御部１７は、逸
脱余裕時間の延長制御を実行する度に警報を出力してもよい。制御部１７は、予め設定さ
れた回数（例えば２回）に達するまで逸脱余裕時間の延長制御を繰り返し行ってもよく、
車両Ｍが予め設定された速度以下（例えば４０ｋｍ／ｈ）になるまで逸脱余裕時間の延長
制御を繰り返し行ってもよい。最終的に、制御部１７は、逸脱余裕時間から運転復帰時間
を減じた差分が第１の閾値以下になったと判定した場合、運転者に対する警報を出力する
。
【００７０】
　なお、制御部１７は、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第１の閾値以下に
なったと判定した場合、直ぐに警報を出力する必要はなく、一定時間経過してから警報を
出力してもよい。また、制御部１７は、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第
１の閾値以下になったと判定した場合、先に逸脱余裕時間の延長制御を実行し、逸脱余裕
時間の延長制御の完了に合わせて警報を出力してもよい。なお、制御部１７は、逸脱余裕
時間の延長制御を必ずしも行う必要はない。
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【００７１】
　制御部１７は、第１の閾値を変更してもよい。制御部１７は、例えば、車両Ｍの車速に
応じて第１の閾値を変更する。制御部１７は、車両Ｍの車速が大きいほど第１の閾値を大
きな値としてもよい。また、制御部１７は、車両Ｍの加速度に応じて第１の閾値を変更す
る。制御部１７は、車両Ｍの加速度が大きいほど第１の閾値を大きな値としてもよい。制
御部１７は、道路形状に応じて第１の閾値を変更してもよい。制御部１７は、例えば、車
両Ｍの走行中の道路形状がカーブ形状である場合、道路形状が直線形状である場合と比べ
て大きな値とする。
【００７２】
　また、制御部１７は、運転者状態認識部１５の認識結果に基づいて、第１の閾値を変更
してもよい。制御部１７は、例えば、運転者状態認識部１５により運転者が低覚醒状態で
あると認識された場合、運転者が低覚醒状態ではないと認識された場合と比べて第１の閾
値を大きな値とする。同様に、制御部１７は、例えば、運転者状態認識部１５により運転
者がよそ見状態であると認識された場合、運転者がよそ見状態ではないと認識された場合
と比べて第１の閾値を大きな値とする。制御部１７は、上述した閾値の変更を第２の閾値
に対して行ってもよい。
【００７３】
　制御部１７は、警報を出力した後も運転者が手放し状態を継続した場合には、ＬＴＣ又
又は自動運転の車両制御を解除してもよい。制御部１７は、例えば、逸脱余裕時間から運
転復帰時間を減じた差分が第４の閾値以下になった場合、ＬＴＣ又は自動運転の車両制御
を解除すると共に、車両Ｍを路肩に停止させる。第４の閾値は、第１の閾値及び第２の閾
値より小さい値である。なお、負の値同士の比較の場合には、絶対値が大きいほど閾値と
して小さくなる。
【００７４】
〈第１の実施形態に係る車両制御装置の制御方法〉
　以下、第１の実施形態に係る車両制御装置１００の制御方法について、図４を参照して
説明する。図４は、第１の実施形態に係る車両制御装置１００の制御方法を示すフローチ
ャートである。図４に示すフローチャートは、例えば、車両Ｍが走行車線Ｒ１に沿って走
行するように車両Ｍを制御している場合に、予め設定された時間毎に繰り返し実行される
。
【００７５】
　図４に示すように、ＥＣＵ１０は、ステップＳ１０１において、逸脱余裕時間演算部１
３による逸脱余裕時間の演算を行う。逸脱余裕時間演算部１３は、操舵制御範囲内及び車
速制御範囲内で車両Ｍが走行車線を逸脱するまでの時間（例えば最短時間）である逸脱余
裕時間を演算する。逸脱余裕時間演算部１３は、例えば、車両Ｍの走行状態と走行車線Ｒ
１に対する車両Ｍの横位置及び向きとに基づいて、逸脱余裕時間を演算する。ＥＣＵ１０
は、逸脱余裕時間を演算した場合、ステップＳ１０２に移行する。
【００７６】
　ステップＳ１０２において、ＥＣＵ１０は、手放し継続時間計測部１４により運転者が
手放し状態であるか否かを判定する。手放し継続時間計測部１４は、例えば、操舵タッチ
センサの検出結果に基づいて、運転者が手放し状態であるか否かを判定する。ＥＣＵ１０
は、運転者が手放し状態ではないと判定した場合（Ｓ１０２：ＮＯ）、今回の処理を終了
する。その後、予め設定された時間の経過後、再びステップＳ１０１から処理を繰り返す
。ＥＣＵ１０は、運転者が手放し状態であると判定した場合（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、手放
し継続時間計測部１４による手放し継続時間の計測を開始すると共に、ステップＳ１０３
に移行する。なお、手放し継続時間計測部１４は、既に手放し継続時間を計測中である場
合には、新たに開始することなく、現在の手放し継続時間の計測を継続する。
【００７７】
　ステップＳ１０３において、ＥＣＵ１０は、運転復帰時間推定部１６による運転復帰時
間の推定を行う。運転復帰時間推定部１６は、例えば、予め記憶されたマップデータ又は
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数式を利用して、手放し継続時間から運転復帰時間を推定する。運転復帰時間推定部１６
は、手放し継続時間の他、運転者状態認識部１５の認識結果を利用して運転復帰時間を推
定してもよい。運転復帰時間推定部１６は、例えば、運転者状態認識部１５により運転者
が低覚醒状態であると認識された場合、運転者が低覚醒状態ではないと認識された場合と
比べて、運転復帰時間を長い時間として推定する。同様に、運転復帰時間推定部１６は、
例えば、運転者状態認識部１５により運転者がよそ見状態であると認識された場合、運転
者がよそ見状態ではないと認識された場合と比べて、運転復帰時間を長い時間として推定
する。
【００７８】
　また、運転復帰時間推定部１６は、運転者状態認識部１５により運転者のドライバタイ
プが判定された場合、ドライバタイプを考慮して運転復帰時間を推定してもよい。運転復
帰時間推定部１６は、例えば、運転者が速い走行を好むドライバタイプである場合と運転
者が通常のドライバタイプである場合とで異なるマップデータを用いて運転復帰時間を推
定する。ＥＣＵ１０は、運転復帰時間推定部１６によって運転復帰時間を推定した場合、
ステップＳ１０４に移行する。
【００７９】
　ステップＳ１０４において、ＥＣＵ１０は、制御部１７により逸脱余裕時間から運転復
帰時間を減じた差分が第１の閾値以下になったか否かの判定を行う。なお、制御部１７は
、第１の閾値を変更してもよい。制御部１７は、例えば、車両Ｍの車速が速いほど第１の
閾値を大きくすることで、警報出力のタイミングを早める。第１の閾値を大きくすること
は、逸脱余裕時間に重み付けをして時間を短くすることと等しい。ＥＣＵ１０は、逸脱余
裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第１の閾値以下になっていないと判定した場合（
ステップＳ１０４：ＮＯ）、今回の処理を終了する。その後、予め設定された時間の経過
後、再びステップＳ１０１から処理を繰り返す。ＥＣＵ１０は、逸脱余裕時間から運転復
帰時間を減じた差分が第１の閾値以下になったと判定した場合（ステップＳ１０４：ＹＥ
Ｓ）、ステップＳ１０５に移行する。
【００８０】
　ステップＳ１０５において、ＥＣＵ１０は、制御部１７による警報の出力を行う。制御
部１７は、例えば、ＨＭＩ７に対して制御信号を送信することにより、表示部７ａによる
画像表示の警報及び音声出力部７ｂによる音声出力の警報を出力する。また、制御部１７
は、警報を出力すると共に、車両Ｍの減速及び操舵制御範囲の制限のうち少なくとも一方
による逸脱余裕時間の延長制御を実行する。このように、警報の出力と逸脱余裕時間の延
長制御を共に行う場合とは、例えば、警報出力に係る第１の閾値と逸脱余裕時間の延長制
御に係る第２の閾値が同じ値である場合である。なお、制御部１７は、第１の閾値と第２
の閾値を異なる値としてもよく、警報出力と逸脱余裕時間の延長制御との間に時間差を設
けてもよい。なお、逸脱余裕時間の延長制御は、必ずしも行う必要はない。ＥＣＵ１０は
、警報の出力及び逸脱余裕時間の延長制御を実行した場合、ステップＳ１０６に移行する
。ＥＣＵ１０は、警報の出力及び逸脱余裕時間の延長制御を実行してから、予め設定され
た時間の経過後、ステップＳ１０６に移行してもよい。なお、ＥＣＵ１０は、逸脱余裕時
間の延長制御を必ずしも行う必要はない。
【００８１】
　ステップＳ１０６において、ＥＣＵ１０は、再び手放し継続時間計測部１４により運転
者が手放し状態を継続しているか否かを判定する。ＥＣＵ１０は、運転者が手放し状態を
継続していないと判定された場合（Ｓ１０６：ＮＯ）、今回の処理を終了する。その後、
予め設定された時間の経過後、再びステップＳ１０１から処理を繰り返す。ＥＣＵ１０は
、運転者が手放し状態を継続していると判定された場合（Ｓ１０６：ＹＥＳ）、ステップ
Ｓ１０７に移行する。
【００８２】
　ステップＳ１０７において、ＥＣＵ１０は、制御部１７によりＬＴＣ又は自動運転の車
両制御を解除すると共に車両Ｍを路肩に停止させる。制御部１７は、アクチュエータ６に
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制御信号を送信することで車両Ｍを走行車線Ｒ１の路肩に停止させる。
【００８３】
　なお、ＥＣＵ１０は、ステップＳ１０６及びＳ１０７に代えて、逸脱余裕時間から運転
復帰時間を減じた差分が第４の閾値以下になった場合、ＬＴＣ又又は自動運転の車両制御
を解除すると共に、車両Ｍを路肩に停止させてもよい。第４の閾値は、第１の閾値より小
さい値である。また、ステップＳ１０６及びＳ１０７は必ずしも行う必要はない。また、
ＥＣＵ１０は、ステップＳ１０２をステップＳ１０１より先に実行してもよく、ステップ
Ｓ１０２及びステップＳ１０３をステップＳ１０１より先に実行してもよい。この場合、
ＥＣＵ１０は、運転者が手放し状態であると判定した場合に、逸脱余裕時間の演算を行う
。
【００８４】
　その他、手放し継続時間計測部１４は、図４に示すフローチャートとは別に、手放し継
続時間の計測中、予め設定された時間毎に運転者が手放し状態であるか否かの判定を繰り
返している。手放し継続時間計測部１４は、運転者が手放し状態ではないと判定した場合
、手放し継続時間の計測を完了する。ＥＣＵ１０は、手放し継続時間を計測中の手放し継
続時間計測部１４により運転者が手放し状態ではないと判定された場合、図４に示すフロ
ーチャートの処理を終了する。ＥＣＵ１０は、警報の出力中及び逸脱余裕時間の延長制御
中であっても、運転者が手放し状態ではないと判定された場合、図４に示すフローチャー
トの処理を終了し、警報の出力及び逸脱余裕時間の延長制御を停止して通常の車両制御に
復帰する。その後、ＥＣＵ１０は、予め設定された時間の経過後、再びステップＳ１０１
から処理を繰り返す。
【００８５】
〈第１の実施形態に係る車両制御装置の作用効果〉
　以上説明した第１の実施形態に係る車両制御装置１００によれば、装置に誤認識等の異
常が生じた場合を想定して、装置が制御可能な操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両
Ｍが走行車線Ｒ１を逸脱するまでの時間である逸脱余裕時間から運転者の運転復帰時間を
減じた差分が第１の閾値以下になった場合に、運転者に警報を出力する。従って、この車
両制御装置１００によれば、運転者が手放し状態である場合に一定時間で警報を出力する
従来の装置と比べて、車両Ｍの走行車線Ｒ１の逸脱に関して予定されたタイミングで警報
を出力することができ、警報が運転者に対して違和感を与えることを抑制できる。
【００８６】
　また、車両制御装置１００は、逸脱余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第２の閾
値以下になった場合に、車両Ｍの減速及び操舵制御範囲の制限の少なくとも一方による逸
脱余裕時間の延長制御を実行してもよい。この場合、車両制御装置１００は、逸脱余裕時
間から運転復帰時間を減じた差分が第２の閾値以下になった場合に逸脱余裕時間の延長制
御を実行するので、例えば運転者が手放し状態を継続中に装置で誤認識等の異常が生じた
としても、車両Ｍが走行車線を逸脱する前に運転者が運転操作に復帰するための時間を確
保することができる。
【００８７】
　更に、車両制御装置１００は、運転者が低覚醒状態であると認識された場合、運転者が
低覚醒状態ではないと認識された場合と比べて、運転復帰時間を長い時間として推定して
もよい。この場合、車両制御装置１００は、運転者が低覚醒状態である場合には警報に反
応して運転操作に復帰するまでの時間も長くなることから、運転者が低覚醒状態であると
認識された場合に運転復帰時間を長い時間として推定することで、運転者の状態に応じた
運転復帰時間の推定を行うことができる。
【００８８】
〈第２の実施形態に係る車両制御装置〉
　次に、第２の実施形態に係る車両制御装置１０１の説明を行う。図５は、第２の実施形
態に係る車両制御装置１０１を示すブロック図である。図５に示すように、第２の実施形
態に係る車両制御装置１０１は、第１の実施形態に係る車両制御装置１００と比べて、逸
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脱余裕時間に代えて接触余裕時間を用いている点が異なっている。
【００８９】
　接触余裕時間とは、予め設定された操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両Ｍが周囲
の障害物に接触するまでの時間（例えば最短時間）である。障害物とは、例えば、壁又は
建物等の構造物、他車両（先行車、並走する他車両、二輪車、自転車等）、歩行者である
。車両Ｍと障害物との接触とは、車両Ｍと障害物とが実際に接触する場合の他、車両Ｍと
障害物との距離が予め設定された接触距離以下になった場合を含んでもよい。予め設定さ
れた接触距離は、固定値（例えば０.５ｍ）であってもよく、変動する値であってもよい
。
【００９０】
　接触余裕時間は、例えば、仮に車両制御装置１０１に周辺状況の誤認識等の異常が生じ
た場合であって、操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両Ｍが障害物に向かうように車
両制御装置１０１が車両Ｍを制御したときに、車両Ｍが障害物に接触するまでの最短時間
に相当する。接触余裕時間は、現在の車速を維持しながら車両制御装置１０１による操舵
の制御により車両Ｍが障害物に接触するまでの最短時間としてもよい。ここで言う最短時
間とは、現実の車両Ｍが障害物に接触するまでの最短の時間ではなく、演算上で車両Ｍが
障害物に接触すると仮定される最短の時間である。最短時間は、演算手法又は演算に用い
るパラメータの設定により異なる時間となる。
【００９１】
　ここで、図６は、接触余裕時間を説明するための平面図である。図６は、図２と比べて
、障害物である壁Ｇが存在する点のみが異なっている。図６では、レーダー等の異常によ
り壁Ｇを認識できなくなった状態で、白線の誤認識により車両制御装置１０１が壁Ｇに向
かって車両Ｍを制御している状況を示している。この場合、車両制御装置１０１は、例え
ば、操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両Ｍが壁Ｇに接触するまでの最短時間として
接触余裕時間を演算する。
【００９２】
　図７は、接触余裕時間の他の例を説明するための平面図である。図７に、隣接車線Ｒ２
を走行する他車両Ｎ、隣接車線Ｒ２を直進する他車両Ｎの将来の位置Ｎｆ、及び走行車線
Ｒｆ１に沿って走行した場合の車両Ｍの位置Ｍｆを示す。図７では、実際の走行車線Ｒ１
及び隣接車線Ｒ２が直進の道路であるにも関わらず、車両制御装置１０１が右カーブの走
行車線Ｒｆ１及び隣接車線Ｒｆ２であると誤認識している。また、図７は、レーダー等の
異常により他車両Ｎを認識できなくなった状態で、車両制御装置１０１が白線の誤認識に
より車両制御装置１０１が他車両Ｎの将来の位置Ｎｆに向かって車両Ｍを制御している状
況を示している。この場合、車両制御装置１０１は、例えば、操舵制御範囲内及び車速制
御範囲内で車両Ｍが他車両Ｎに接触するまでの最短時間として接触余裕時間を演算する。
【００９３】
　なお、車両制御装置１０１は、接触余裕時間を演算するため、他車両Ｎの進路を予測し
てもよく、予測しなくてもよい。車両制御装置１０１は、車々間通信等を利用して他車両
Ｎの進路情報が取得できる場合、他車両Ｎの進路情報を用いて接触余裕時間を演算しても
よい。また、車両制御装置１０１は、操舵制御範囲内及び車速制御範囲内の車両制御装置
１０１の制御によって車両Ｍが他車両Ｎと接触する可能性があるか否かを判定してもよい
。車両制御装置１０１は、例えば、車両Ｍが他車両Ｎと接触する可能性があると判定した
場合に接触余裕時間を演算し、車両Ｍが他車両Ｎと接触する可能性が無いと判定した場合
には接触余裕時間を演算しない。その他、車両制御装置１０１は、他車両Ｎの進路を予測
することなく、他車両Ｎを隣接車線Ｒ２に沿って延在する壁と見なして、接触余裕時間を
演算してもよい。
【００９４】
　その他、車両制御装置１０１は、車両Ｍの周囲に存在する障害物の数だけ、接触余裕時
間を演算してもよい。この場合、車両制御装置１０１は、例えば、警報が繰り返されて運
転者に煩わしさを感じさせることを避けるため、最も短い接触余裕時間のみを用いて警報
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を出力する。
【００９５】
　車両制御装置１０１は、接触余裕時間を演算した後、運転者が手放し状態であると判定
した場合、手放し継続時間と接触余裕時間との差分が第３の閾値以下になったか否かを判
定する。第３の閾値とは、手放し状態の運転者に適切なタイミングで警報を出力するため
に設定された閾値である。第３の閾値は、固定値であってもよく、変動する値であっても
よい。第３の閾値は、０であってもよく、負の値であってもよい。第３の閾値は、例えば
、車両Ｍの車速又は車両Ｍの加速度が大きいほど大きな値としてもよい。また、第３の閾
値は、例えば、車両Ｍの走行中の道路形状がカーブ形状である場合、道路形状が直線形状
である場合と比べて大きな値としてもよい。第３の閾値を大きな値とすることにより警報
のタイミングを早めることができる。第３の閾値を大きくすることは、接触余裕時間に重
み付けをして時間を短くすることと等しい。
【００９６】
　また、車両制御装置１０１は、第１の実施形態と同様に、接触余裕時間から運転復帰時
間を減じた差分が第２の閾値以下になったと判定した場合、車両Ｍの減速及び操舵制御範
囲の制限のうち少なくとも一方による接触余裕時間の延長制御を行ってもよい。第２の閾
値は、第３の閾値と同じ値であってもよい。また、第２の閾値は、第３の閾値より大きい
値であってもよく、第３の閾値より小さい値であってもよい。
【００９７】
〈第２の実施形態に係る車両制御装置の構成〉
　以下、第２の実施形態に係る車両制御装置１０１の構成について再び図５を参照して説
明する。第１の実施形態と同じ又は相当する要素には同じ符号を付け、説明を省略する。
【００９８】
　図５に示すように、車両制御装置１０１のＥＣＵ２０は、第１の実施形態と比べて、横
位置認識部１２に代えて障害物情報取得部２１を有する点と、逸脱余裕時間演算部１３に
代えて接触余裕時間演算部２２を有する点が異なっている。
【００９９】
　障害物情報取得部２１は、例えば、外部センサ１の検出結果に基づいて、車両Ｍの周囲
の障害物に関する障害物情報を取得する。障害物情報取得部２１は、例えば、レーダーか
ら障害物情報を取得する。障害物情報には、例えば、障害物の位置、障害物の大きさに関
する情報が含まれる。障害物情報には、障害物の種類（構造物、他車両、歩行者等の種類
）に関する情報が含まれていてもよい。この場合、障害物情報取得部２１は、例えば、カ
メラの撮像情報に基づいて、周知の手法により障害物の種類に関する情報を取得すること
ができる。
【０１００】
　その他、障害物情報取得部２１は、無線通信により、情報処理センター等の施設のコン
ピュータ又は車々間通信可能な他車両から、障害物情報を取得してもよい。障害物情報取
得部２１は、スペクトルセンサを利用した周知の光解析の手法を用いて、障害物の硬度に
関する情報を取得してもよい。障害物情報取得部２１は、障害物情報に基づいて、車両Ｍ
の周囲に障害物が存在するか否かを判定する。
【０１０１】
　接触余裕時間演算部２２は、例えば、車両Ｍの走行状態及び障害物情報に基づいて、操
舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両Ｍが周囲の障害物に接触するまでの時間である接
触余裕時間を演算する。接触余裕時間演算部２２は、例えば、周知の手法（最適化手法等
）を組み合わせて接触余裕時間を演算する。なお、接触余裕時間演算部２２は、操舵制御
範囲及び車速制御範囲が状況に応じて変動する場合には、現在の操舵制御範囲及び車速制
御範囲も参照して接触余裕時間の演算を行う。
【０１０２】
　制御部２３は、接触余裕時間演算部２２の演算した接触余裕時間と運転復帰時間推定部
１６の推定した運転復帰時間との差分が第３の閾値以下になったか否かを判定する。制御
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部２３は、接触余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第３の閾値以下になったと判定
した場合、運転者に対する警報を出力する。制御部２３は、例えば、ＨＭＩ７に対して制
御信号を送信することにより、表示部７ａによる画像表示の警報及び音声出力部７ｂによ
る音声出力の警報を出力する。警報は、例えば、ステアリングホイールを握るように運転
者を促す内容の画像表示及び音声出力である。なお、警報は、画像表示及び音声出力の何
れか一方であってもよい。
【０１０３】
　また、制御部２３は、例えば、接触余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第２の閾
値以下になったか否かを判定する。制御部２３は、接触余裕時間から運転復帰時間を減じ
た差分が第２の閾値以下になったと判定した場合、車両Ｍの減速及び操舵制御範囲の制限
のうち少なくとも一方による接触余裕時間の延長制御を実行する。制御部２３は、車両Ｍ
の減速及び操舵制御範囲の制限の両方により接触余裕時間の延長制御を実行してもよい。
【０１０４】
　なお、制御部２３は、上述した警報の出力と共に接触余裕時間の延長制御を実行しても
よい。制御部２３は、警報の出力の後に接触余裕時間の延長制御を実行してもよく、警報
の出力の前に接触余裕時間の延長制御を実行してもよい。制御部２３は、必ずしも接触余
裕時間の延長制御を行う必要はない。
【０１０５】
　制御部２３は、第３の閾値を変更してもよい。制御部２３は、例えば、車両Ｍの車速に
応じて第３の閾値を変更する。制御部２３は、車両Ｍの車速が大きいほど第３の閾値を大
きな値としてもよい。また、制御部２３は、例えば、車両Ｍの加速度に応じて第３の閾値
を変更する。制御部２３は、車両Ｍの加速度が大きいほど第３の閾値を大きな値としても
よい。制御部２３は、道路形状に応じて第３の閾値を変更してもよい。制御部２３は、例
えば、車両Ｍの走行中の道路形状がカーブ形状である場合、道路形状が直線形状である場
合と比べて大きな値とする。
【０１０６】
　また、制御部２３は、運転者状態認識部１５の認識結果に基づいて、第３の閾値を変更
してもよい。制御部２３は、例えば、運転者状態認識部１５により運転者が低覚醒状態で
あると認識された場合、運転者が低覚醒状態ではないと認識された場合と比べて第３の閾
値を大きな値とする。同様に、制御部２３は、例えば、運転者状態認識部１５により運転
者がよそ見状態であると認識された場合、運転者がよそ見状態ではないと認識された場合
と比べて第３の閾値を大きな値とする。
【０１０７】
　また、制御部２３は、車両Ｍの走行状態及び障害物情報に基づいて第３の閾値を変更し
てもよい。制御部２３は、例えば、車両Ｍの走行状態及び障害物情報から、車両Ｍが障害
物に接触するときの接触角度（いわゆる衝突角度）に応じて第３の閾値を変更する。制御
部２３は、例えば、車両Ｍの正面を０として障害物に対する接触角度が大きいほど第３の
閾値を大きな値とする。制御部２３は、例えば、障害物の種類に応じて第３の閾値を変更
する。制御部２３は、障害物が歩行者である場合、障害物が構造物である場合と比べて第
３の閾値を大きくしてもよい。制御部２３は、障害物が他車両である場合、障害物が構造
物である場合と比べて第３の閾値を大きくしてもよい。制御部２３は、障害物の硬度に応
じて第３の閾値を変更してもよい。制御部２３は、例えば、障害物の硬度が高いほど第３
の閾値を大きくする。制御部２３は、上述した閾値の変更を第２の閾値に対して行っても
よい。
【０１０８】
〈第２の実施形態に係る車両制御装置の制御方法〉
　以下、第２の実施形態に係る車両制御装置１０１の制御方法について、図８を参照して
説明する。図８は、第２の実施形態に係る車両制御装置１０１の制御方法を示すフローチ
ャートである。図８に示すフローチャートは、例えば、車両Ｍが走行車線Ｒ１に沿って走
行するように車両Ｍを制御している場合に、予め設定された時間毎に繰り返し実行される
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。
【０１０９】
　図８に示すように、第２の実施形態に係る車両制御装置１０１のＥＣＵ２０は、ステッ
プＳ２０１において、障害物情報取得部２１により車両Ｍの周囲に障害物が存在するか否
かの判定を行う。障害物情報取得部２１は、例えば、レーダーから取得した障害物情報に
基づいて、車両Ｍの周囲に障害物が存在するか否かを判定する。ＥＣＵ２０は、車両Ｍの
周囲に障害物が存在しないと判定された場合（Ｓ２０１：ＮＯ）、今回の処理を終了する
。その後、予め設定された時間の経過後、再びステップＳ２０１から処理を繰り返す。Ｅ
ＣＵ２０は、車両Ｍの周囲に障害物が存在すると判定された場合（Ｓ２０１：ＹＥＳ）、
ステップＳ２０２に移行する。
【０１１０】
　ステップＳ２０２において、ＥＣＵ２０は、接触余裕時間演算部２２による接触余裕時
間の演算を行う。接触余裕時間演算部２２は、操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両
Ｍが障害物に接触するまでの時間（例えば最短時間）である接触余裕時間を演算する。接
触余裕時間演算部２２は、例えば、走行状態認識部１１の認識した車両Ｍの走行状態と障
害物情報取得部２１の取得した障害物情報に基づいて、接触余裕時間を演算する。ＥＣＵ
２０は、接触余裕時間を演算した場合、ステップＳ２０３に移行する。
【０１１１】
　ステップＳ２０３において、ＥＣＵ２０は、手放し継続時間計測部１４により運転者が
手放し状態であるか否かを判定する。ステップＳ２０３は、図４のステップＳ１０２と同
様の処理である。ＥＣＵ２０は、運転者が手放し状態ではないと判定した場合（Ｓ２０３
：ＮＯ）、今回の処理を終了する。その後、予め設定された時間の経過後、再びステップ
Ｓ２０１から処理を繰り返す。ＥＣＵ２０は、運転者が手放し状態であると判定した場合
（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、手放し継続時間計測部１４による手放し継続時間の計測を開始す
ると共に、ステップＳ２０４に移行する。なお、手放し継続時間計測部１４は、既に手放
し継続時間を計測中である場合には、新たに開始することなく、現在の手放し継続時間の
計測を継続する。
【０１１２】
　ステップＳ２０４において、ＥＣＵ２０は、運転復帰時間推定部１６による運転復帰時
間の推定を行う。ステップＳ２０４は、図４のステップＳ１０３と同様の処理である。Ｅ
ＣＵ２０は、運転復帰時間推定部１６によって運転復帰時間を推定した場合、ステップＳ
２０５に移行する。
【０１１３】
　ステップＳ２０５において、ＥＣＵ２０は、制御部２３により接触余裕時間から運転復
帰時間を減じた差分が第３の閾値以下になったか否かの判定を行う。なお、制御部２３は
、第３の閾値を変更してもよい。ＥＣＵ２０は、接触余裕時間から運転復帰時間を減じた
差分が第３の閾値以下になっていないと判定した場合（ステップＳ２０５：ＮＯ）、今回
の処理を終了する。その後、予め設定された時間の経過後、再びステップＳ２０１から処
理を繰り返す。ＥＣＵ２０は、接触余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第３の閾値
以下になったと判定した場合（ステップＳ２０５：ＹＥＳ）、ステップＳ２０６に移行す
る。
【０１１４】
　ステップＳ２０６において、ＥＣＵ２０は、制御部２３による警報の出力を行う。また
、制御部２３は、警報を出力すると共に、車両Ｍの減速及び操舵制御範囲の制限のうち少
なくとも一方による接触余裕時間の延長制御を実行する。ステップＳ２０６は、図４のス
テップＳ１０５と同様の処理である。ＥＣＵ２０は、例えば、警報の出力及び接触余裕時
間の延長制御を実行した場合、ステップＳ２０７に移行する。なお、ＥＣＵ２０は、接触
余裕時間の延長制御を必ずしも行う必要はない。
【０１１５】
　ステップＳ２０７において、ＥＣＵ２０は、再び手放し継続時間計測部１４により運転
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者が手放し状態であるか否かを判定する。ステップＳ２０７は、図４のステップＳ１０６
と同様の処理である。ＥＣＵ２０は、運転者が手放し状態ではないと判定された場合（Ｓ
２０７：ＮＯ）、今回の処理を終了する。その後、予め設定された時間の経過後、再びス
テップＳ２０１から処理を繰り返す。ＥＣＵ２０は、運転者が手放し状態であると判定さ
れた場合（Ｓ２０７：ＹＥＳ）、ステップＳ２０８に移行する。
【０１１６】
　ステップＳ２０８において、ＥＣＵ２０は、制御部２３によりＬＴＣ又は自動運転の車
両制御を解除すると共に車両Ｍを路肩に停止させる。ステップＳ２０８は、図４のステッ
プＳ１０７と同様の処理である。制御部２３は、アクチュエータ６に制御信号を送信する
ことで車両Ｍを走行車線Ｒ１の路肩に停止させる。
【０１１７】
　なお、ＥＣＵ２０は、ステップＳ２０７及びＳ２０８に代えて、接触余裕時間から運転
復帰時間を減じた差分が第４の閾値以下になった場合、ＬＴＣ又は自動運転の車両制御を
解除すると共に、車両Ｍを路肩に停止させてもよい。第４の閾値は、第３の閾値より小さ
い値である。また、ステップＳ２０７及びＳ２０８は必ずしも行う必要はない。また、Ｅ
ＣＵ２０は、ステップＳ２０３をステップＳ２０２より先に実行してもよく、ステップＳ
２０３及びステップＳ２０４をステップＳ２０２より先に実行してもよい。この場合、Ｅ
ＣＵ２０は、運転者が手放し状態であると判定した場合に、接触余裕時間の演算を行う。
【０１１８】
　また、手放し継続時間計測部１４は、図８に示すフローチャートとは別に、手放し継続
時間の計測中、予め設定された時間毎に運転者が手放し状態であるか否かの判定を繰り返
している。手放し継続時間計測部１４は、運転者が手放し状態ではないと判定した場合、
手放し継続時間の計測を完了する。ＥＣＵ２０は、手放し継続時間を計測中の手放し継続
時間計測部１４により運転者が手放し状態ではないと判定された場合、図８に示すフロー
チャートの処理を終了する。ＥＣＵ２０は、警報の出力中及び逸脱余裕時間の延長制御中
であっても、運転者が手放し状態ではないと判定された場合、図８に示すフローチャート
の処理を終了し、警報の出力及び逸脱余裕時間の延長制御を停止して通常の車両制御に復
帰する。その後、ＥＣＵ２０は、予め設定された時間の経過後、再びステップＳ２０１か
ら処理を繰り返す。
【０１１９】
〈第２の実施形態に係る車両制御装置の作用効果〉
　以上説明した第２の実施形態に係る車両制御装置１０１によれば、装置に誤認識等の異
常が生じた場合を想定して、装置が制御可能な操舵制御範囲内及び車速制御範囲内で車両
Ｍが障害物に接触するまでの時間である接触余裕時間から運転者の運転復帰時間を減じた
差分が第３の閾値以下になった場合に、運転者に警報を出力する。従って、この車両制御
装置１０１によれば、運転者が手放し状態である場合に一定時間で警報を出力する従来の
装置と比べて、車両Ｍと障害物の接触に関して予定されたタイミングで警報を出力するこ
とができ、警報が運転者に対して違和感を与えることを抑制できる。
【０１２０】
　また、車両制御装置１０１は、接触余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第２の閾
値以下になった場合に、車両Ｍの減速及び操舵制御範囲の制限の少なくとも一方による接
触余裕時間の延長制御を実行してもよい。この場合、車両制御装置１０１は、接触余裕時
間から運転復帰時間を減じた差分が第２の閾値以下になった場合に接触余裕時間の延長制
御を実行するので、例えば運転者が手放し状態を継続中に装置で誤認識等の異常が生じた
としても、車両Ｍが走行車線を逸脱する前に運転者が運転操作に復帰するための時間を確
保することができる。
【０１２１】
　更に、車両制御装置１０１においても、運転者が低覚醒状態であると認識された場合、
運転者が低覚醒状態ではないと認識された場合と比べて、運転復帰時間を長い時間として
推定してもよい。この場合、車両制御装置１０１は、運転者が低覚醒状態である場合には
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であると認識された場合に運転復帰時間を長い時間として推定することで、運転者の状態
に応じた運転復帰時間の推定を行うことができる。
【０１２２】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定
されるものではない。例えば、各実施形態の構成を適宜組み合わせて使用してもよい。ま
た、本発明は、上述した実施形態を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変更、改
良を施した様々な形態で実施することができる。
【０１２３】
　例えば、第１の実施形態に係る車両制御装置１００は、第２の実施形態に係る接触余裕
時間を考慮して警報の出力を行ってもよい。具体的に、第１の実施形態に係る車両制御装
置１００は、第２の実施形態に係る障害物情報取得部２１及び接触余裕時間演算部２２を
有し、制御部１７により接触余裕時間から運転復帰時間を減じた差分が第３の閾値以下に
なったと判定された場合に運転者に警報を出力してもよい。また、車両制御装置１００は
、図４に示すフローチャートと図８に示すフローチャートの両方を実行してもよい。共通
のステップは、同じタイミングで実行することができる。これにより、車両制御装置１０
０は、車両Ｍの周囲に障害物が存在しない場合には、走行車線Ｒ１からの逸脱を考慮して
適切なタイミングで警報を出力することができると共に、車両Ｍの周囲に障害物が存在す
る場合には、障害物との接触を考慮して適切なタイミングで警報を出力することができる
。
【０１２４】
　なお、車両制御装置１００は、車両Ｍと障害物との接触に関する警報を早期に出力する
ために、第３の閾値を第１の閾値より大きい値とすることができる。また、第３の閾値は
、第１の閾値と同じ値であってもよく、第１の閾値より小さい値であってもよい。また、
車両制御装置１００は、車両Ｍの走行車線Ｒ１からの逸脱に関する警報と車両Ｍの障害物
との接触に関する警報の両方を出力する必要はなく、何れか早いタイミングの警報のみを
出力してもよい。
【符号の説明】
【０１２５】
　１…外部センサ、２…ＧＰＳ受信部、３…内部センサ、４…地図データベース、５…ナ
ビゲーションシステム、６…アクチュエータ、７ａ…表示部、７ｂ…音声出力部、１１…
走行状態認識部、１２…横位置認識部、１３…逸脱余裕時間演算部、１４…手放し継続時
間計測部、１５…運転者状態認識部、１６…運転復帰時間推定部、１７,２３…制御部、
２１…障害物情報取得部、２２…接触余裕時間演算部、１００,１０１…車両制御装置、
Ｌ１-Ｌ１…白線、Ｌｆ１-Ｌｆ３…誤認識した白線、Ｍ…車両、Ｍｆ…誤認識した場合の
車両の位置、Ｎ…他車両、Ｎｆ…将来の他車両の位置、Ｒ１…走行車線、Ｒ２…隣接車線
、Ｒｆ１…誤認識した走行車線、Ｒｆ２…誤認識した隣接車線。
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